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2026年４月１日 

 

東京都新宿区西新宿八丁目 17番１号 

ＴＩＳ株式会社 

代表取締役社長 岡本 安史 

 

吸収合併に係る事後開示書類 

 

当社と Fixel 株式会社（以下、「Fixel」という。）は、2026 年２月２日付で締結した吸収合

併契約書に基づき、2026 年４月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、Fixel を

吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、「本吸収合併」という。）を行いました。 

本吸収合併に関し、会社法第 801 条第１項および会社法施行規則第 200 条に基づき開示すべ

き事項は、本書記載の通りです。 

 
記 

 
１. 吸収合併が効力を生じた日（会社法施行規則第 200条第１項） 

2026年４月１日 

 

２. 吸収合併消滅会社における差止請求手続、株式買取請求手続、新株予約権買取請求手続およ

び債権者異議手続の経過（会社法施行規則第 200条第２項） 

（１）差止請求 

吸収合併消滅会社である Fixel は、当社の完全子会社であったため差止請求について

該当はありません。 

（２）反対株主の株式買取請求 

吸収合併消滅会社である Fixel は、当社の完全子会社であったため反対株主の買取請

求について該当はありません。 

（３）新株予約権買取請求 

吸収合併消滅会社である Fixel は、新株予約権を発行しておりませんので、該当事項

はありません。 

（４）債権者の異議 

吸収合併消滅会社である Fixelは、会社法第 789条第２項および第３項に基づき、2026

年２月 27日付にて官報および電子公告により、債権者に対する公告を行いましたが、同

条第 1項の規定に従い異議を述べた債権者はありませんでした。 

 

 

 



３. 吸収合併存続会社における差止請求手続、株式買取請求手続および債権者異議手続の経過（会

社法施行規則第 200条第３項） 

（１）差止請求 

本吸収合併は、会社法第 796 条第２項本文に規定する場合に該当するため、当社の株

主は、本吸収合併を差止請求することはできません。 

（２）反対株主の株式買取請求 

会社法第 797 条第１項の規定による株式の買取請求をすることはできません。 

（３）債権者の異議 

会社法第 799 条第２項および第３項の規定に基づき、2026 年２月 27 日付にて官報お

よび電子公告により、債権者に対する公告を行いましたが、同条第１項の規定に従い異

議を述べた債権者はありませんでした。 

 

４. 吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する

事項（会社法施行規則第 200条第４項） 

当社は、本吸収合併の効力発生日である 2026 年４月１日をもって、吸収合併消滅会社であ

る Fixel からその資産、負債その他権利義務の一切を承継しました。 

 

５. 吸収合併消滅会社が事前開示事項として備え置いた書面または電磁的記録に記載または記録

がされた事項（吸収合併契約の内容を除く。）（会社法施行規則第 200条第５項） 

別添「吸収合併（略式吸収合併）に係る事前開示書類」のとおりです。 

 

６. 吸収合併に関する変更の登記をした日（会社法施行規則第 200条第６項） 

当社は、2026年４月１日付で本吸収合併に係る変更登記申請を行いました。 

 

７. その他吸収合併に関する重要な事項（会社法施行規則第 200条第７項） 

（１）当社は、会社法第 796 条第２項、吸収合併消滅会社 Fixel は会社法第 784 条第１項に基

づき、それぞれの株主総会の承認決議を経ずに本吸収合併を行いました。 

なお、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき、この合併に反対する旨の通知をした当社

株主はありませんでした。 

（２）当社は本吸収合併に際し、吸収合併消滅会社 Fixel に対して金銭等の対価の交付を行っ

ておりません。また、当社において本吸収合併に伴う資本金および資本準備金の変動は

生じておりません。 

以 上 



 

 

 

吸収合併に係る事前開示書類 
（簡易吸収合併） 

（略式吸収合併） 
 

 

（吸収合併存続会社：会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に基づき備え置く書面） 

（吸収合併消滅会社：会社法第782条第1項および会社法施行規則第182条に基づき備え置く書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年２月 27日 

 

 

 

Ｔ Ｉ Ｓ 株 式 会 社 

Ｆ ｉ ｘ ｅ ｌ 株 式 会 社 

 



2026年２月 27日 

 

（吸収合併存続会社） 

東京都新宿区西新宿八丁目 17番１号 

ＴＩＳ株式会社 

代表取締役社長 岡本 安史 

 

（吸収合併消滅会社） 

東京都新宿区西新宿八丁目 17番１号 

Ｆｉｘｅｌ株式会社 

代表取締役社長 池本哲也 

 

吸収合併に係る事前開示書類 

 

ＴＩＳ株式会社（以下、「ＴＩＳ」という。）およびＦｉｘｅｌ株式会社（以下、「Ｆｉｘｅｌ」

という。）は、2026年４月１日を効力発生日とし、ＴＩＳを吸収合併存続会社、Ｆｉｘｅｌを吸

収合併消滅会社とする吸収合併（以下、「本吸収合併」という。）を行うことにつき、それぞれ

の取締役会決議を経て、2026 年２月２日付で吸収合併契約を締結いたしました。よってここに

本吸収合併に係る事前開示をいたします。 

なお、本吸収合併は、吸収合併存続会社であるＴＩＳは会社法第 796 条第２項に規定する簡

易合併、吸収合併消滅会社であるＦｉｘｅｌは会社法第 784 条第１項に規定する略式合併とな

るため、両社とも株主総会の承認を経ずに吸収合併を行うものであります。 

 

記 

 

１. 吸収合併契約書 

別紙１「吸収合併契約書」のとおりであります。 

 

２． 合併対価の相当性に関する事項 

Ｆｉｘｅｌは当社の完全子会社であることから、本吸収合併に際し株式その他金銭の交

付は行いません。 

 

３． 吸収合併消滅会社の新株予約権の内容、数および割当ての相当性に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４． 吸収合併存続会社（ＴＩＳ）についての次に掲げる事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

ＴＩＳは、有価証券報告書および半期報告書を関東財務局に提出しています。最終

事業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の

開示書類に関する電子開示システム（EDINET）またはＴＩＳの下記Ｗｅｂサイトより

閲覧可能です。  

https://www.tis.co.jp/ir/finance/securities_report/index.html 

https://www.tis.co.jp/ir/finance/securities_report/index.html


 

（２）最終事業年度の末日後に生じた重要な事実（後発事象）の内容 

ア．自己株式の取得 

ＴＩＳは、2025 年５月８日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規

定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式の取得に係

る事項について決議し、当該決議に基づく自己株式の取得を次のとおり終了してお

ります。 

①自己株式の取得を行う理由 

経営環境の変化に柔軟に対応した機動的な資本政策を遂行し、株主利益および資

本効率の向上を図るため。 

②自己株式の取得に関する取締役会の決議内容 

・取得する株式の種類 普通株式 

・取得する株式の総数 12,000,000株（上限） 

・株式の取得価額の総額 42,000百万円（上限） 

・取得の期間 2025年５月９日～2025年 12月 31日 

・取得の方法 東京証券取引所における市場買付（自己株式立会外買

付取引（ToSTNeT-3）による買付を含む） 

 

（上記決議に基づく自己株式の取得状況） 

・取得期間 2025年５月９日～2025年 12月 23日 

・取得した株式の総数 8,656,200株 

・取得価額の総額 41,999百万円 

 

イ．連結子会社（株式会社インテック）の吸収合併 

ＴＩＳは、完全子会社である株式会社インテック（以下、「インテック」という。）

を吸収合併することにつき、2025 年 10 月 31 日開催の取締役会において決議し、同

日付で吸収合併契約を締結しました。 

①被結合企業の名称及び事業の内容 

・被結合企業の名称 株式会社インテック 

・事業の内容 ソフトウエア、システムインテグレーション、ネット

ワーク、アウトソーシング、ＩＴコンサルティング 

②合併の日程 

・合併基本方針決定日 2025年７月30日 

・合併契約承認取締役会 2025年10月31日 

・合併契約締結日 2025年10月31日 

・合併契約の効力発生日 2026年７月１日（予定） 

③合併の方式 

ＴＩＳを吸収合併存続会社とし、インテックを吸収合併消滅会社とする吸収合併

方式 

④合併に係る割当ての内容 

本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。 

 



⑤合併後企業の名称 

ＴＩＳＩ株式会社（2026年７月１日付でＴＩＳ株式会社から商号変更予定） 

⑥合併の目的 

2008年４月のＩＴホールディングス株式会社の設立による経営統合および2016年

７月の事業持株会社体制への移行を通じて、ＴＩＳおよびインテックの両社はグ

ループの中核会社としてシナジー効果の創出による顧客への提供価値拡大と企業

価値向上に取り組んでまいりました。 

一方、当社グループを取り巻く経営環境の変化等に鑑みると、長期経営方針「グ

ループビジョン 2032」の早期かつ確実な実現は極めて重要であり、そのためには、

ＴＩＳとインテックを合併させ、これまで以上に強固な経営・事業基盤を構築す

ることが不可欠であると判断いたしました。 

インテックとの合併により、お客様や社会との価値交換性を高めるとともに、テ

クノロジーや先鋭人材への戦略的投資を軸とした経営資本の最適配分や中核拠点

の更なる提供価値向上を強力に推進し、更なる企業価値の向上を目指してまいり

ます。 

 

ウ．連結子会社（澪標アナリティクス株式会社）との会社分割 

ＴＩＳは、完全子会社である澪標アナリティクス株式会社（以下、「澪標アナリテ

ィクス」という。）のＡＩ・データ分析事業（特定顧客を除く）を、ＴＩＳが会社分

割承継会社、澪標アナリティクスが分割会社として、2026年１月 14日開催の取締役

会において決議し、2026年２月２日付で会社分割契約を締結しました。 

①被結合企業の名称及び事業の内容 

・被結合企業の名称 澪標アナリティクス株式会社 

・事業の内容 ＡＩ・データ分析コンサルティングサービス 

②会社分割の日程 

・吸収分割承認取締役会 2026年１月14日 

・吸収分割契約締結日 2026年２月２日 

・吸収分割効力発生日 2026年４月１日（予定） 

③会社分割の方式 

澪標アナリティクスを分割会社とし、ＴＩＳを承継会社とする簡易吸収分割です。 

④会社分割に係る割当ての内容 

本会社分割によるＴＩＳから澪標アナリティクスへの株式の交付はありません。 

⑤会社分割の目的 

当社グループが持続的な成長を実現するための事業活動領域として定義している

４つの戦略ドメインのうちＳＰＢおよびＩＯＳ（注）をより拡大する上でＤＸ・

データ利活用の強化が特に重要であり、その実現のためにはＡＩ・データ分析へ

の対応が欠かせないテーマであるとの認識から、ＡＩ・データ分析に強みと実績 

を持つ澪標アナリティクスを 2020年 8月に連結子会社化しました。 

この連結子会社化以降、当社リソースの参画等を含め事業強化に努めてきた結果、

現在は当初の目的に沿った事業展開に加え、ＡＩ人材・データサイエンティスト

の拡充が進展しています。一方、ＡＩ・生成ＡＩにおける様々な顧客ニーズの増

加や技術の変化も目覚ましいことから、当社に事業と人材を集中させることでＡ



Ｉ・データ分析事業領域を当社の確固たる強みとし、より付加価値の高いサービ

ス提供を通じた顧客のビジネス上の課題解決を実現することを目的として、会社

分割を行うものです。 

（注）ＳＰＢ ：ストラテジックパートナーシップビジネス 

業界トップクラスの顧客に対して業界に関する先見性と他社が

追随できない知見を武器として、事業戦略を共に検討・推進し、

ビジネスの根幹を担う事業 

 ＩＯＳ：ＩＴ＆ビジネスオファリングサービス 

蓄積した技術・ノウハウを活用し、特定業界・業務において業界

ニーズに先回りした将来のデファクトスタンダードとなりうる

サービスを 提供する事業 

  

エ．自己株式の消却 

ＴＩＳは、2026 年２月３日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基

づく自己株式の消却を行うことについて、次のとおり決議しております。 

①消却の理由 

ＴＩＳは、自己株式について、原則として発行済株式総数の５％を上限として保

有し、５％を超過する保有分については消却することとしています。当期におい

て総額約 420 億円の自己株式の取得を実施し、このうち、株主還元の観点から取

得した自己株式（70 億円相当）については、この方針に沿った対応を予定してい

ます。一方、資本構成の適正化を図る一環として取得した自己株式（350億円相当）

については、当社方針および将来の株式の希薄化懸念を払拭すること等を勘案し、

当初より消却する予定としており、本件はその予定通り消却を実施するものです。 

②消却の方法 

その他資本剰余金からの減額 

③消却する株式の種類 

普通株式 

④消却する株式の数 

7,833,411株 

（当期において取得した自己株式数 8,656,200 株のうち、その平均買付単価をも

とに資本構成の適正化を目的とする 350 億円相当を算出した株式数であり、消

却前の発行済株式総数に対する割合は 3.3％） 

⑤消却日 

2026年２月 27日 

⑥消却後の発行済株式総数 

228,400,000株 

 

５． 吸収合併消滅会社（Ｆｉｘｅｌ）についての次に掲げる事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

（別紙２）「Ｆｉｘｅｌ株式会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容」のとおり

です。 



 

（２）最終事業年度の末日後に生じた重要な事実（後発事象）の内容 

該当事項はありません。 

 

６． 吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項 

ＴＩＳおよびＦｉｘｅｌの最終事業年度末日の貸借対照表における資産の額、負債の額

および純資産の額は下表のとおりです。 

 

（単位：百万円） 

 資産の額 負債の額 純資産の額 

Ｔ Ｉ Ｓ 420,425 160,370 260,055 

Ｆ ｉ ｘ ｅ ｌ 424 104 320 

 

本吸収合併効力発生日時点におけるＴＩＳの資産の額は、負債の額を十分に上回ること

が見込まれます。また、合併後のＴＩＳの収益状況およびキャッシュ・フローの状況につ

いて、ＴＩＳの債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりま

せん。 

以上により、本吸収合併後のＴＩＳの債務について、履行の見込みがあると判断してお

ります。 

以 上 



（別紙１） 

 

 

 

吸収合併契約書 

 







（別紙２） 

 

 

 

 

Ｆｉｘｅｌ株式会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 
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自　令和　６年　４月　１日

至　令和　７年　３月３１日

Ｆｉｘｅｌ株式会社

第　７　期

東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号



資    産    の    部 負    債    の    部

科             目 金        額 科             目 金        額

（単位：円）

令和 7年 3月31日現在Ｆｉｘｅｌ株式会社

貸　借　対　照　表

流 動 資 産 292,782,530【 】【 】

現 金 及 び 預 金 172,210,692

売 掛 金 118,184,838

前 払 金 2,387,000

固 定 資 産 132,152,151【 】【 】

有 形 固 定 資 産 799,865（ ）（ ）

工 具 ･ 器 具 799,865

無 形 固 定 資 産 131,352,286（ ）（ ）

ソフトウェア仮勘定 131,352,286

資 産 の 部 計 424,934,681

流 動 負 債 79,514,170【 】【 】

買 掛 金 6,125,950

短 期 借 入 金 1,241,663

１年内返済長期借入金 5,700,000

未 払 金 16,177,906

預 り 金 1,035,351

未 払 法 人 税 等 30,498,500

未 払 消 費 税 等 18,734,800

固 定 負 債 25,175,000【 】【 】

長 期 借 入 金 25,175,000

負 債 の 部 計 104,689,170

純 資 産 の 部

株 主 資 本 320,245,511【 】【 】

資 本 金 50,000,000［ ］［ ］

利 益 剰 余 金 270,245,511［ ］［ ］

その他利益剰余金 270,245,511（ ）（ ）

繰 越 利 益 剰 余 金 270,245,511

(うち当期純利益) 67,681,003（ ）

純 資 産 の 部 計 320,245,511

負債･純資産の部計 424,934,681



Ｆｉｘｅｌ株式会社

損　益　計　算　書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

（単位：円）

科 目 金 額

売 上 高【 】

売 上 高 377,784,197 377,784,197

売 上 原 価【 】

外 注 費 61,743,213

　合　　　　　計　 61,743,213 61,743,213

売 上 総 利 益 316,040,984

販売費及び一般管理費 213,941,421【 】

営 業 利 益 102,099,563

営 業 外 収 益【 】

受 取 利 息 75,318

雑 収 入 97,510 172,828

営 業 外 費 用【 】

支 払 利 息 467,655

雑 損 失 3,613,696 4,081,351

経 常 利 益 98,191,040

税引前当期純利益 98,191,040

法人税、住民税及び事業税 30,510,037

当 期 純 利 益 67,681,003



Ｆｉｘｅｌ株式会社

販売費・一般管理費内訳書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

（単位：円）

科 目 金 額

役 員 報 酬 18,000,000

給 料 手 当 121,505,730

賞 与 15,138,242

法 定 福 利 費 23,800,018

福 利 厚 生 費 260,874

退 職 給 付 費 用 1,237,740

広 告 宣 伝 費 17,215,939

報 酬 2,437,400

消 耗 品 費 149,164

支 払 保 険 料 49,527

租 税 公 課 81,250

減 価 償 却 費 38,839

接 待 交 際 費 458,873

旅 費 交 通 費 1,399,793

通 信 費 9,763,270

支 払 手 数 料 1,524,310

会 議 費 61,314

諸 会 費 11,000

図 書 教 育 費 808,101

雑 費 37

　合　　　　　計　 213,941,421



繰 越 利 益 利 益 剰 余 金

202,564,508 202,564,508当期首残高
当期変動額

当期変動額合計 67,681,003 67,681,003
当期末残高 270,245,511 270,245,511

利 益 剰 余 金 の 内 訳

剰 余 金 合 計

当期純利益 67,681,003 67,681,003

そ の 他 そ の 他 株 主 資 本 評 価 ・ 換 算
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

50,000,000 202,564,508 252,564,508 252,564,508当期首残高
当期変動額

当期変動額合計 67,681,003 67,681,003 67,681,003
当期末残高 50,000,000 270,245,511 320,245,511 320,245,511

株 主 資 本

資 本 金 資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金 利 益 準 備 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 合 計 差 額 等 合 計 新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

当期純利益 67,681,003 67,681,003 67,681,003

（単位：円）Ｆｉｘｅｌ株式会社 至 令和 7年 3月31日
自 令和 6年 4月 1日

 株主資本等変動計算書 



Ｆｉｘｅｌ株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

個　別　注　記　表

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

   固定資産の減価償却の方法

     有形固定資産(リース資産除く)･･････建物は定額法、建物以外は定率法

     無形固定資産(リース資産除く)･･････定額法

     

   引当金の計上基準

     貸倒引当金

     　債権の貸倒損失に備えるために、過去の貸倒実績率による繰入率によるほか、

     　債権の内容を検討して計上している。

     

   収益及び費用の計上基準

     　収益は実現主義で計上している。

     　費用は発生主義で計上している。

   その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

 2.株主資本等変動計算書に関する注記

   発行済株式の種類及び総数に関する事項

     発行済株式

       　1,000株

 3.１株当たり情報に関する注記

   １株当たりの純資産額                                          320,245 円 51 銭

   １株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額                   67,681 円
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